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◆　―全国から大きく結集しましょう―

3・20改憲手続き法案の阻止中央行動
安倍首相と自民党は、参議院選挙の争点に改憲をかかげ、改憲手続き法案の成立を期すとしており、自民党・公明党幹部が5月3日までの成立を呼応しています。

時事通信社が1月21日まとめた世論調査結果によると、国民投票法案について、「法律は必要」と答えた人は過半数を占めましたが、通常国会での処理をめぐっては「成立させるべきだ」が49.2％、「成立を急ぐ必要はない」が47.7％で、拮抗しています。

改憲手続き法案は、カネで憲法をねじ曲げかねない有料意見広告の問題、公務員・教員の運動への規制、有効投票の過半数という最小の賛成での成立要件など改憲を通しやすくする重大な問題を持っており、通してはなりません。

安倍首相と自民党が改憲を参議院選挙に争点に打ち出してきているもとで、憲法改悪・国民投票法案反対のたたかいを結合し、大きく構え広い戦線を構築してたたかうことは、選挙にも大きな影響を与えます。

国会での改憲手続き法案に係わる重要な時期、草の根の運動を強めながら全国から中央行動・中央集会に大きく結集して以下の行動を成功させましょう。

1、国会前座り込みと議員要請

（1）日時　07年3月20日（火）11：00～13：00

（2）場所　衆議院第二議員会館前

(３) 行動内容

　①議員要請に係わる短時間の意思統一と議員要請　11：00～12：00　 

　　　②　大運動実行委等による定例国会行動に合流　　12：15～13：00

2、改憲手続き法案の阻止をめざす中央集会

（1）日時　　07年3月20日（火）14：00～16：00

（2）場所　　憲政記念館（地図参照）　千代田区永田町1－1－1

（3）規模　　500人（全都道府県からの参加を！）

（4）内容　　 ・主催者挨拶　・国会報告　・連帯あいさつ

　　　　　　　・自由法曹団特別報告　・会場発言　・行動提起
（5）主催　　 憲法改悪反対共同センター、国民大運動実行委員会の共催

3、憲法改悪のための国民投票法案を許すな！米軍・自衛隊はイラクから撤退せよ！米軍基地再編・強化反対　3・20中央集会

（1）日時　　07年3月20日18：30～　集会後デモ

（2）場所　　日比谷野外音楽堂

（3）規模　　5000人（首都圏中心に結集をめざしています）

（4）主催　　3・20中央集会実行委員会。

憲法改悪反対共同センターと国民大運動実行委員会は協賛です。
◆ 大阪 １６０カ所で「９の日宣伝」、１５００人が行動 ―　安倍首相の「５年以内に改憲」の発言で市民の反応に変化　―
大阪憲法会議・共同センターは、９日を府内一斉宣伝日として、雨の中、府内約１６０カ所で宣伝。「戦争する国にするな、９条守れ！“格差と貧困”の解決こそ政治の責任、２５条守れ」と、１,５００人が行動しました。昨秋の教育基本法改悪反対闘争以来５回目の一斉宣伝行動での参加者はのべ１１,５００人になりました。

　９月末以来、毎月の一斉宣伝行動ですが、年明けから通行人が敏感に反応するようになっています。富田林市では、５駅ともリーフのうけとりがこれまでよりよく、安倍首相の「５年以内に改憲」の発言で緊迫感がでたこと、「９条の会」の動きが浸透してきたことなどの影響ではと感想が寄せられています。阪急中津駅では、教育基本法のたたかいがうみだした力や、「アメリカべったり政治ではアカン」と訴える時に、通行人の反応がよくなったというのが参加者の感想です。
　ＪＲ天王寺駅の昼の部では、国労・福祉保育労組・生協労連が共同宣伝。途中で駅管理者からの妨害がありましたが、通行人が「戦争反対の宣伝を、駅員さんはじゃまするのですか」と抗議してくれました。西淀川区は５駅で宣伝。若い人たちがよく署名してくれ、「ワーキングプアです。くらしが大変、今の自民党政治に怒りを感じている」。ある青年は、「６０数年前の日本が中国やアジアを侵略し、人々を殺したり悲しませたことを今の人は忘れてしまっている。そういう時代に戻らないための署名だと言ってほしい」と署名。ビラをよぶんにくださいと持ち帰る人もいて参加者が元気づけられました。近鉄八尾駅でも、女子高校生２人が「９条を変えるのに反対です」と、ビラ数枚を持ち帰りました。八尾共同センターは、２月の土日は宣伝ｶｰ運行をつづける予定です。
■西淀川共同センターの地域訪問は8カ月連続

西淀川共同センターの地域訪問は１月で８回目になりました。１月度の特徴は、安倍首相の年頭挨拶や所信表明に危惧の念を感じて、すすんで署名に応じる人がふえたことです。ある町会長さんは、「政治が右寄りになってきているのが不安。安倍内閣はきなくさい」と言って署名してくださいました。キリスト教の教会でも、「明日の礼拝で署名を集めましょう」と用紙をあずかってくれました。「戦争できる国になりそうな危険性を感じる」というと共感される人が多く、「こんなに署名が集まっていいのかと思うほど」との感想もでています。
◆ 新潟　全県学習決起集会　

「ゆるすな改憲手続法！―いまこそ憲法闘争の前進を」をかかげて、新潟県憲法センタ－の第３回全県学習決起集会が１月２３日新潟市の土地改良会館で開催されました。集会には、全県から予定を越える８５名が参加、資料が足りなくなる盛況となりました。
■国民投票法廃案に総決起を！　今井・全労連常幹が講演

  「０７年の憲法闘争の飛躍をめざして」と題して講演した今井文夫・全労連常任幹事は、「安倍首相は第１６６通常国会で改憲手続法を成立させ、参院選の争点にすえると宣言した。民主党の枝野憲法調査会長は、３月衆議院通過、４月成立などといっている。これを許してはならない」「改憲のための国民投票法案廃案にむけてただちに総決起しよう」と呼びかけました。

■ 佐藤事務局長の方針提起　　意見広告ポスタ－､憲法記念日総行動を

  国民投票法は、①国民に十分な議論が保障されていない②投票率が５０％なら有権者の２割台の賛成でも改憲が成立する ③メデアの公正な活用が保障されてない ④５００万人の公務員、教育者の「憲法守れ！」の運動を禁止する ⑤憲法審査会が国会に設置され改憲が動き出すなど重大問題を含んでいる。「ただちに総決起し、意見広告ポスタ－運動、５・３憲法記念日総行動などを成功させよう」と訴えました。

■会場から６人がつぎつぎ発言

【 治安維持法同盟・佐藤 】　世紀の悪法・治安維持法の弾圧は官憲による虐殺７８人、獄死１６００人、送検７５６８１人に及んだ。新潟県でも３０８人が犠牲になった。人道と戦争犯罪に時効はない。平和と憲法をまもるために力をあわせてがんばろう。

【 新潟大学９条の会・畠山 】　０６年１０月１３日、高遠なお子講演会を開き、学生２００人、教職員１５０人、あわせて３５０人集まった。ここ数年なかったことだ。街頭インタビュ－で若い女性が「憲法改正？別にいいんじゃない？でも戦争はいやだな」と答えていた。 ここを大事にしてがんばっていきたい。

【 新生連・鈴木 】　 憲法２５条に定められた生存権を守るため裁判をたたかっている。お年よりが「命ある限り裁判でたたかう」と立ちあがった。                       

【 民医連・吉田 】　憲法改悪反対の推進本部を立ち上げ、運動を進めている。講演会や戦争体験を聞く会なども開催した。看護師アンケートでは８０％が改憲反対と回答した。青年はピースチャリ（自転車）などもおこなった。
【 非核の政府の会・高橋 】　自衛隊の訓練が変わってきている。先日の関山での訓練はイラクに行っていたアメリカ軍の部隊から実践を学ぶものだった。３月２０日にもなんらかの行動を計画してほしい。
【長岡市民会議・小林 】　長岡市民会議には15団体が加入している。９月から街頭宣伝をはじめ、１１月の県一斉行動日には１００人を超えるひとたちがあつまった。

■星野幹事のまとめ　　日本の将来がかかつた勝負のとき       
①情勢は厳しいと言われるが、追い込まれているのは我々でなく改憲勢力だ。安倍首相が改憲路線を鮮明にするなかで、警戒、反対の世論がひろがっている。国民との共同ができれば悪政は必ず打破できる。②改憲反対の県民過半数世論を結集していくには、９条の会の活動をひろげることとあわせ、「憲法改悪反対地域共同センタ－」を県内各地につっていくことが大切だ。③二大選挙で悪政推進勢力に審判を下すことが改憲手続法を狙う自公民勢力にストップをかける力になる。
◆ 東京　改憲手続法の廃案めざし、各政党に要請･激励のＦＡＸを集中を提起
　憲法東京共同センターは、1月31日の会議で、改憲手続き法案の廃案をめざし、各政党に要請･激励のFAXを集中して取り組むことを決め、各団体・地域センターに連絡、2日から取り組みを開始しました。

■総理大臣、自民党、公明党、民主党宛

文例(改憲のための｢国民投票法案｣の廃案を求めます)

■日本共産党、社会民主党宛　

文例(改憲のための国民投票法案は、断固廃案にするよう、ともにがんばりましょう。)
■国民新党宛　

文例(国民投票法案の今国会採決反対の立場で奮闘されるよう要請いたします。)

【ＦＡＸ番号】

○安倍晋三総理大臣　殿　　　　　　　　　　FAX：03‐3581‐3883　　　　　　

○自由民主党総裁　安倍晋三　殿　　　　　　FAX：03－5511－8855

○公明党代表　太田昭宏　殿　　　　　　　　FAX：03－3353－9746　　　　　　

○民主党代表　小沢一郎　殿　　　　　　　　FAX：03-3595-9991

○日本共産党幹部会委員長　志位和夫　殿　　FAX：03-5474-8358　　

○社会民主党党首　福島瑞穂　殿　　　　　　FAX：03-3506-9080

○国民新党党首　綿貫民輔　殿　　　　　　　FAX：03-5275-2675

　短信･ホットライン　
■ Yahooアンケート調査では
	憲法改正に必要な国民の賛成数は？憲法を改正するためには、国民投票でどれだけの賛成数が必要とされているでしょう？(提供：Yahoo!みんなの政治)（実施期間：2006年11月2日～） 答え「過半数」　5235人中 2207人正解
・4分の3以上　　12％　 　582票

・3分の2以上　　45％　　2328票

・過半数　　　　　43％　　2207票

・3分の1以上　　 2％       97票　　

・4分の1以上　　 1％　　　 22票

　この結果は、憲法改正のためには97％以上の国民が、過半数以上の「賛成」が必要だと考えていることを示しています。それに比して、自公民の改憲手続き法は「投票総数」の過半数＝「有効投票」の過半数であり、最低投票率の定めもない。これでは、国民との意識の乖離も甚だしいと言わざるを得ない。

■ 国会議員にメールやFAXを送ろう！一斉送信メールフォームを開設

・ 憲法改悪反対共同センターホームページの右上に「国会議員にメール・FAXを送ろう！『「憲法改悪・国民投票法反対』一斉送信メールフォーム」を開設しました。　
・ インターネットを活用し、憲法第16条の「請願権」を行使する運動の一環として開設したものです。「憲法改悪反対・9条を守れ」の声を届けましょう。

・ メールフォームには、衆参両院の憲法調査特別委員会の名簿を掲載していますのでメールだけでなくＦＡＸも送ることができます。
・ 「一斉メールフォーム」を各団体の機関紙、ニュース、チラシ等で広く知らせましょう。また、メーリングリストで知人友人にも知らせましょう。転送は自由・歓迎です。
<共同センターHP>　http://www.kyodo-center.jp/index.htm　
<メールフォーム>  http://www.kyodo-center.jp/douhoumail/douhou.htm
■ 本日午前　与党が５月３日までに改憲手続き法の成立で一致
「自民、公明両党の幹事長、政調会長、国対委員長は１４日午前、都内で会談し、憲法改正手続きを定める国民投票法案について、憲法施行６０周年にあたる５月３日までの成立を目指すことで一致した」と、NHKとTBSが報道しました。報道によれば、「会談後、自民党の二階俊博国対委員長は「各党協力することが好ましいが、野党が審議、採決に応じない場合でも、自公で決着を付ける方針で一致した」との談話を発表し、与党単独採決もありうるとの意向を強調した」とされており、改憲手続き法案をめぐって日ごとに緊迫した事態を迎えています。
166通常国会は各党が二大選挙を念頭に置いた論戦や駆け引きを活発化させており、今後どのように推移するかは予断を許しませんが、どのような状態になっても、改憲手続き法案反対の運動を職場・地域から一気につよめ廃案に追い込んでいく必要があります。この運動の中で、共同センターの果たす役割は特別に重要です。
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